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　10月１日から始まる幼児教育・保育の無償化。今月号では、無償化の手続きや、給付方
法についてお知らせします。制度の概要については広報かがみいし８月号をご覧ください。

幼児教育・保育無償化　【Part.2】手続き・無償化の給付方法について

１．対象

２．手続きについて

３．無償化後の給付方法について

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳までのお子さんが対象となります。
（幼稚園については、入園できる時期に合わせて満３歳から対象となります。）※詳細は前号を確認してください。

町内施設利用者、対象となる方については施設等を通して既にお知らせしています。
まだ、手続きを行っていない方については、お早めにお手続きください。
　※認可外保育施設等利用者については、町で把握することができませんので、手続きが必要と思われる方は、
　　お問い合わせください。
　※無償化となるには、必ず「教育・保育給付認定（１号、２号、３号）」もしくは「施設等利用給付認定（新１
　　号、新２号、新３号）」のどちらかを受けている必要があります。

通常の保育料 預かり保育利用料（※１） 副食費（※２、※３）
町内施設利用者 現物給付 現物給付 現物給付
町外施設利用者 償還払い 償還払い 現物給付

（※１）預かり保育利用料については、上限額 11,300 円（１日上限 450円×日数）を超えた場合、差額分の給
　　　 付はありませんので、保護者負担となります。
（※ 2）年収 360万円未満相当世帯の方は、副食費が免除になります。また、副食費相当分 4,500 円（国基準額）
　　　を町で負担することになり、施設で実際に徴収している額との差額が発生した場合でも保護者が負担する
　　　ことはありません。ただし、主食費については、保護者負担となります。
（※３）副食費の免除については、教育・保育給付認定１号、２号認定を受けた方のみが対象となります。また、
　　　 未移行幼稚園利用者についても同様に免除の対象となります。

　※対象の方については、改めて給付方法の詳細を個人宛に通知でお知らせします。
　※町では独自に、預かり保育料及び給食費について国基準に上乗せして補助することを検討しております。金
　　額等の詳細については、次号以降でお知らせいたします。

【用　語】
・現物給付：保護者の負担なくサービスを受けることができ、通常収めるべき保育料を町が施設に対し
　　　　　  て給付する方法
・償還払い：一度、保護者が施設に支払いをした後、領収書に基づいて町が保護者に給付する方法
・副 食 費：主食（ごはん、パン、麺）を除いたおかず、おやつ、ミルク等に係る費用

●問い合わせ先　無償化全般に関すること：福祉こども課　☎ 62-2210
　　　　　　　　鏡石町幼稚園に関すること：教育課　　　　☎ 62-3459
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【任期】令和元年９月４日～令和５年９月３日
右上から左へ届出順。（　）は年齢、（　）下の数字は当選回数。敬称略。


